
後期高齢者の健康をサポートする ７５歳以上の方と、一定の障害のある６５歳以上の方に関連する

（医療保険制度のお知らせ」です

東京都後期高齢者医療広域連合
東京都後期高齢者医療広域連合は、後期
高齢者医療制度を運営する特別地方公
共団体（自治体）です。

ＶＯＬ．

令和４年（２０２２年）

　

９月１０日発行

から

．糟１０月１日か郊誓い姦どぶ保険証，
現在の保険証 書和４年

　　

（藤色）

　　　　

３０ 日 まで９月３０日まで

現在の保険証（藤色）は、

９月３０日まで破棄しなし、
ようにご注意くださし、。

後期高齢者医療被保険者証
被
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一部負担金の割合
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有効期限が過ぎた保険証は、
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１日
令和

　

４年

　

８月

　

１日

１割
回自国

有効期限
令和

　

４年

性

　

別

９月３０日

この保険証を
使うのは
２か月間のみ

新保険証〆』糟

後期高齢者医療被保険者証
被

　

保 険 者 番 号
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発
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広 域

　

、花 子
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１日
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４月

　

１日

令和

　

４年１０月

　

１日

１割

６年

　

７月３１日

性

　

別

◎変更となりま貢

穂１０月１日
新しい保険証（水色）は

　

９月末までに
お住まいの市区町村より

すべての被保険者に
お届けします。

し
　　　

１０月１日以降、個人情報の取り扱し、に注意のうえ、
ご自身で破棄してくださし、。

有効期限
令和

　

６

３

　

９

　

１

　

３

　

１

　

２

　

３

　

４　　　　　　　　　

※これは見本です。お届けするものと色味等がやや異なる場合があります。

担ト医療費の自己負担割合に
折たに「

　

割」が追加されます
令 和４年１０月１日から、医療機関等の窓□で支払ぅ医療費の自己負担割合が・現ネテの「１割」または

贈り」に、新たに「２割」が追加され、「１割」「２割」「３割」の３区分となります。

ｆ

　　

令和４年９月３０日まで

　　

ｉ

区分

　　　　

・自己負担割合

現役並み所得者

　　　　

３割

．．も

も
一般所得者等

　

１割

　
　　　　

　　

，．
才き

１

　　　

令和４年１０月１日から

　　　

Ｆ

現役並み所得者 ３割

一定以上所得のある方 ２‐割

一般所得者等 「割

区分 自己負担割合
一定以上所得のある方は、
現役並み所得者を除き、自己負

担割合が「２割」になります。

Ｄされます。

は

見直しの背景や自己負担割合の判定基準については、Ｒ２をご確認ください。
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令和４年１０月１日からの自己負担割合の判定基準
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令和４年１０月１日から令和５年７月３１日までの自己負担割合は、令和４年度の「住民税課縦所罪」
※や、

令和３年中の収入・所得にもとづき決まります。

※「住民税課税所得」とは？

Ｌ総所得金額等」－Ｌ各種所得控除」

住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものを

いいます。 お住まいの市区町村から送付された住民税の納税通知書等で確認できます

（「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります）。

令和４年１０月１日からの自己負担割合の判定方法

令和４年度の住民税課税所得や令和３年中の収入・所得をもとに、世帯単位で判定します。

【自己負担割合判定チャート】

世帯内に住民税課税所得が１４５万円以上（現役並み所得者）※１となる被保険鷲がし、るか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｆ

　

．、

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆

　　

．

世帯内に住民税課税所得が２８万円以上となる被保険者がいるか

いなし、

世帯内に被保険者が２人以上いるか

．「年金収入
※２＋その他の

合計所得金額※３」が

　

２００万円以上か

　

．
１
１

　

十
↓
▼

２００万円未満

世帯全員が 世帯全員が

　　

１ 割
３ 割

　　　

１ 割

※上記のフローチャートで３割や２割となった方でも、住民税非課税世帯の方は、１割負担となります。

「年金収入※２＋その他の
合計所得金額※３」の
合計が３２０万円以上か．

１
１

　

十
↓
▼

ー

３２０万円未満

　

【ご３２０万円以上っ

世帯全員が

　　　　

世帯全員が

１割 ２割

－｝
－

※１ 住民税課税所得が１４５万円以上

　

でも、以下のいずれかに該当す

　

る場合は現役並み所得者の対象

　

外となります。
○昭和２０年１月２日以降生まれの

　

被保険者および同じ世帯の被保

　

険者の方の、「賦課のもととな

　

る所得金額」の合計額が２１０万

　

円以下の場合

ト「賦課のもととなる所得金
額」とは、前年の総所得金額
および山林所得金額並びに
株式・長期（短期）譲渡所得金
額等の合計から、地方税法
に定める基礎控除額を控除
した額です（雑損失の繰越控
除額は控除しません）。

９所得税法上の収入金額が、以下

　

の条件を満たす場合

．被保険者が１人
今３８３万円未満

（３８３万円以上であっても、
世帯内に７０歳～７４歳の方

がいる場合は収入合計額が
５２０万円未満）

．被保険者が２人以上
収入合計額が５２０万円未満

※２「年金収入」とは、公的年金控除

　

等を差し引く前の、公的年金等

　

の収入金額です。遺族年金や障

　

害年金は含みません。

※３「その他の合計所得金額」とは、

　　

合計所得金額（給与所得は給与所

　　

得控除後さらに１０万円を控除し

　　

た額、長期（短期）譲渡所得は特

　

別控除が受けられる場合は特別

　　

控除後の額）から公的年金等にか

　　

かる雑所得を差，し引いた後の金

　

額です。

見直しの背景

　

令和４年度以降、団塊の世代が７５歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。 また、後期高齢者の医療費のうち、

被保険者が窓□で支払う負担を除〈約４割は現役世代の負担（支援金）となっておりへ

　

今後も拡大していく見通しとなってい

ます。 今回の自己負担割合の見直しは、 現役世代の負担を抑え、 国民皆保険を未来につな・いでいくためのものです。

後期高齢者医療制度の医療費の財源内訳（総額約１８．４兆円） ※令和４年度予算ベース

豊平網轍醸醐縄灘もま－．暇霊園陸霊園回国．－鴎鴎離陸霊園回転霞壷紬鯛霊園圏園圏瞳
その他・ 自己

　　

後期高齢者

　　　

負担

　

．医療保険料

　　　

今回の制度見直しの背景等に関するご質問等は、 厚生労働省コールセンター 函。０１２０‐００２‐７１９にぉ問合せくださし、。

（月～土９：００～１８＝００※祝日を除く）

国



自己負担割合が「２割」となる方への負担軽減
（配慮措置）
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令和４年１０月１日から令和７年９月３０日までの３年間は、自己負担割合が「２割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、
外来医療の自己負担増加額の上限を１か月当たり最大３，０００円まで

※１とします。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、 あらかじめ登録されている金融機関□座に支給

※２します（払い戻します）。

※「

　

配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。
※２

　

支給は、支給対象月から最短で約４か月後となります。
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負 担を抑える配 慮措 置 が適用される場 合の 計算 方 法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

【例１１か月の外来医療費全体額が「５０，０００円」の場合

自己負担割合１割のとき…① ５，０００円

自己負担割合２割のとき…② １０，０００円

負担増（②－①）…③ ５，０００円

自己負担増加額の上限・ぃ④ ３，０００円

支給（払い戻し）等（③－④） ２，０００円

　

１か月の自己負担額の増加を
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３，０００円に抑えるための

差額を支給します【払い戻します）。
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高額療養費の口座登録をお願いします
事前に□座登録を済ませることで、円滑に高額療養費の支給を受けることができます。

　

２割負担となる方で高額療養費の□座が登録されていない方には、高額療養費支給事前申請書を令和４年９月末までに送付します。
お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で令和４年１２月２日（必着）までに郵送してください。申請には①被

呆険者証のコピー、②振込先の金融機関□座確認書類のコピーが必要です。高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、お

主まいの市区町村ではなく、 同申請書に記載のあるコールセンターにお問合せください。

※事前に申請ができなかった場合は今後、高額療養費が発生した際に高額療養費支給申請書を送付します。
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１書類は必ず ●塁審 懲り鷺客室富麗驚き驚異塾！鴛訪問で□座「青報の登録やＡＴＭの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳ｌ
ｉ郵 送 し ま す ・不審な電話がぁったときは、最寄りの警察署（＃９１１０）ゃぉ住まいの地域にぁる消費生活センター（１８８）にお問合せください。 ＝
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ノ

令和４年１０月１日から１か月の自己負担限度額が変わります
配慮措置導入に伴い、‐令和４年１０月１日から令和７年９月３０日までの１か月の自己負担限度額が下表のとおり変更となります。

１か月の自己負担限度額（令和４年９月３０日まで）

　　　　　　　　　

１か月の自己負担限度額（令和４年１０月１日から）

負担
割合 所得区分

　　　　　　　　　　

外来十入院

外来（個人ごと）

　

， （世帯ごと）

３割

現役並み所得皿
課税所得６９０万円以上

２５２，６００円十（１０割分の医療費－８４２，０００円）×１％

　　　　　

〈多数回１４０，１００円
※２〉

現役並み所得ｎ
課税所得３８０万円以上

１６７，４００円十（１０割分の医療費－５５８，０００円）×１％

　　　　　　

く多数回９３，０００円
※２〉

現役並み所得１
課税所得１４５万円以上

８０，１００円十（１０割分の医療費－２６７，０００円）×１％

　　　　　

〈多数回４４，４００円
※２〉

１割

一

　

般

　　

１８，０００円

（年間上限１４４，０００円）

　　

５７，６００円

〈多数回４４，４００円
※２〉

住民税
非課税等※Ｉ

区分Ｄ
８，０００円

２４，６００円

区分Ｉ １５，０００円

※１

　

区分Ｄ…住民税非課税世帯であり、 区分１に該当しない方

　　

区分１…①住民税非課税世帯であり、 世帯全員の所得が０円の方（公的年金
収入は８０万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに「０万円
を控除し計算）、 または②住民税非課税世帯であり、 老齢福祉年
金を受給している方

負担
割合 所得区分

　　　　　　　　　　

外来十入院

外来（個人ごと）

　　　

（世帯ごと）

３割

現役並み所得ｍ
課税所得６９０万円以上

２５２，６００円十（１０割分の医療費－８４２，０００円）×１％

　　　　　

〈多数回１４０，１００円
※２〉

現役並み所得Ｄ
課税所得３８０万円以上

１６７，４００円十（１０割分の医療費－５５８，０００円）×１％

　　　　　　

〈多数回９３，０００円
※２〉

現役並み所得１
課税所得１４５万円以上

８０，１００円十（１０割分の医療費－２６７，０００円）×１％

　　　　　

〈多数回４４，４００円
※２〉

２割 一般ロ

６，０００円十（１０割分の医療費
－３０，０００円）×１０％または

　

１８，０００円のいずれか

　　

低い方を適用

　

（年間上限１４４，０００円）

　

５７，６００円
〈多数回４４，４００円

※２〉

１割

▼般Ｉ

　　

１８，０００円
（年間上限１４４，０００円）

　　

５７，６００円
〈多数回４４，４００円

※２〉

住民税
非課税等※Ｉ

区分Ｄ
８，０００円

２４，６００円

１５，０００円区分１
※２

　

診療月を含めた直近１２か月間に、 高額療養費の支給が３回あった場合の４

　　

回目以降から適用になる限度額（多数回該当）。ただし、「外来（個人ごと）の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。

　　

なお、 現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来十入院（世帯ごと）」の限度額に該当した場合も、 多数回該当の回数に含みます。

　　

この多数回該当の回数には、 それまで加入していた医療保険（他道府県の後期高齢者医療制度、 国保、健康保険、 共済）で該当していた回数は含みません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回
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◎長ねぎ（白し・部分みじん切り） 約１ｏｃｍ分
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◎おろしにんにく

　　　　

小さじ１
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各大さじ２

◎片栗粉・…÷・・・－－・・…・・大さじ１

◎ごま油、豆板醤・・・・…．・各小さじ１

熱湯 －－－－１／２カップ（１０ｏｃｃ）
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奥多摩町

　　

住民課

　　　　　

・ ０４２８－８３‐２１８２
か

　

葛飾区

　　　

国保年金課

　　　　　

０３‐５６５４‐８２１２・０３‐５６５４－８５２８
き

　

北区

　　　　

国保年金課

　　　　　

０３‐３９０８‐９０６９

　　

清瀬市

　　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐４９２‐５１１１（内線）１２１７・１２１８
く

　

国立市

　　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐５７６‐２１２５
こ． 神津島村 福祉課

　　　　　　　

０４９９２－８‐００１１（内線）７１

　　

江東区

　　　

医療保険課

　　　　　

０３‐３６４７‐３１６６

　　

小金井市

　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐３８７‐９８３４

　　

国分寺市、

　

保険年金課

　　　　　

０４２‐３２５‐０１１１（内線）３１９

　　

小平市

　　　

保険年金課

　　　

・

　

０４２‐３４６‐９５３８

　　

．

　　

狛江市

　　　

保険年金課

　　　　　

０３‐３４３０‐１１１１（内線）２２８７・２２８８
し

　

品川区

　　　

国保医療年金課

　　　

０３‐５７４２‐６７３６

渋谷区
新宿区

国民健康保険課
高齢者医療担当課

０３‐３４６３‐１８９７
０３」５２７３‐４５６２

夢作り方
○豆腐はキッチンペーパーで包んで軽く水きりし、

　

２．５ｃｍ角に切る。
９耐熱ボウルに◎の材料を全部入れて、熱湯を注＼

　

ぎ＼ とろみがつくまで混ぜる。

　

※熱湯を使うことでとろみがつくので、必ず熱湯を使いましょ・う。

９９に豚ひき肉を加え、混ぜほぐし、０の豆腐を

　

加える。
○ふんわりとラップをかけ、 電子レンジ６００＼～で

　

１０分加熱する。

　

※加熱時間は電子レンジの機種によって調整してください。

◎電子レンジから取り出し・全体を混ぜ合わせ、

　

長ねぎの青い部分をちらして完成。
※皿が熱くなってし、るので気を付けましょう！

監修二村上祥子（料理研究家・管理栄養士・公立大学法人福岡女子大学客員教授）

繍せは Ｈ広域連合お問合せセンター」へ
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４格 擁まし、のー簡 醐 靭１後期高齢者医療制度担当窓□１
市区町村名 担当窓□

　　　　　　　

電話番号
あ 青ヶ島村

　　

総務課

　　　　　　　

０４９９６－９‐０１１１

　　

昭島市

　　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐５４４‐５１１１・（内線）２１７４～２１７６

　　

あきる野市

　

保険年金課

　　　　　

０４２‐５５８‐１１１１（内線）２４２８・２４２９

　　

足立区

　　　

高齢医療・年金課

　　

０３‐３８８０‐６０４１・０３‐３８８０‐５８７４

　　

荒川区

　　　

国保年金課

　　　　　

０３‐３８０２‐３１１１（内線）２３９１・２３９２
し、 板橋区

　　　

後期高齢医療制度課 ０３‐３５７９‐２３２７

　　

稲城市

　　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐３７８‐２１１１（内線）１４７・１４８・１４９
え

　

，江戸川区

　　

医療保険課

　　　　　

０３‐５６６２‐１４１５
お

　

青梅市

　　　

保険年金課

　　　　　

０４２８‐２２‐１１１１（内線）２１１７・２１１８
大島町
大田区
小笠原村

住民課
国保年金課
村民課

０４９９２－２‐１４６２
０３‐５７４４‐１６０８
０４９９８‐２‐３１１３

　　

市区町村名 担当窓□

　　　　　　　

電話番号

た

　

多摩市

　　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐３３８‐６８０７

ち 中央区
調布市

保険年金課
保険年金課

０３‐３５４６‐５３６２
０４２‐４８１‐７１４８

す

　

杉並区

　　　

国保年金課

　　　　　

０３‐５３０７‐０６５１

　　

墨田区

　　　

国保年金課・

　　　　

０３‐５６０８‐１１１１（内線）３２１７・３２４２
せ

　

世田谷区

　　

国保・年金課

　　　　　

０３‐５４３２‐２３９０
た

　

台東区

　　　

国民健康保険課 ０３‐５２４６‐１２５４
立川市

　　　

保険年金課

　

・

　　

０４２‐５２３‐２１１１（内線）１４００・１４０２・１４０６

　　　

め 目黒区

　　　

国保年金課

　　

千代田区

　　

保険年金課

　　

●

　　

， ０３‐３２６４‐２１１１（内線）２４７７・２４７８
と

　

豊島区 ・

　　

高齢者医療年金課

　　

０３‐３９８１‐１３３２

利島村 住民課 ０４９９２－９‐００１３

な

　

中野区 後期高齢者医療係
に 新島村

　　　

民生課
０３‐３２２８‐８９４４
０４９９２５‐０２４３

　　

西東京市

　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐４６０‐９８２３
ね

　

練馬区

　　　

国保年金課

　　　　　

０３‐５９８４‐４５８７・０３‐５９８４‐４５８８
は

　

八王子市

　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐６２０‐７３６４

　　

八丈町 ・ 住民課

　　　　　　　

０４９９６‐２‐１１２３

　　

羽村市

　　　

市民課 ・

　　　　　

０４２－５５５‐１１１１（内線）１３７・１３８・１４０
ひ

　

東久留米市

　

保険年金課・ ０４２‐４７０‐７８４６

　　

東村山市

　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐３９３‐５１１１（内線）３５１７

　　

東大和市ｒ

　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐５６３‐２１１１（内線）１０２５．～１０２８

　　

日野市

　　　

保険年金課

　　　　　

０４２‐５１４‐８２９３

　　

日の出町

　　

町民課 ０４２‐５８８‐４１１１

　　

檀原村

　　　

村民課 ０４２－５９８－ｌｏｌｌ

′；・

　

府中市

　　　

保険年金課

　　

・ ０４２‐３３５‐４０３３

福生市
文京区

保険年金課
国保年金課

０４２‐５５１－１７６７

０３‐５８０３１２０５
ま 町田・市

　　　

保険年金課 ０４２‐７２４‐２１４４

み 御蔵島村
瑞穂町
三鷹市
港区
三宅村

総務課
住民課

　

、

保険課
国保年金課
村民課

０４９９４‐８‐２１２１
０４２‐５５７‐７５７８
０４２２‐４５‐１１５１（内線）２３８４‐２３８５
０３‐３５７８－２１１１（内線）２６５４～２６５９
０４９９４‐５‐０９０４

　　

、

　　　　　　　

．

む 武蔵野市
武蔵村山市

保険年金課
保険年金課

０４２２‐６０‐１９１３
０４２－５６５－１１１１（内線）１３５・１３６
０３－５７２２－９８３８

※上記連絡先は、後期高齢者医療制度の担当窓□です。各事業（健康診査等）の担当とは異なる場合がありますので、ご注意くださいｏ

広域連合ホームページ
「東京し、きし、きネット」園

、きいきネット」検索Ｑリ
ホームページｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｋｙｏ－ｉｋｉｉｋｉ．ｎｅｔ
電子メールｃａＬＬ＠ｔｏｋｙｏ‐ｋｏｕｉｋｉｃｅｎｔｅｒ．ｊｐ

１ 欝 者医療制度の
東京都後期高齢者医療広域連合
〒１０２‐００７２ 東京都千代田区飯田橋３‐５－１

東京区政会館１５～１７階

ａ

　

次号Ｖ。ー３４の発行は 帯□５年３月中旬頃の予定です。 再生紙を使用しています


